
名古屋市交通局管理規程第７号 

 

会計年度任用職員就業規程（令和２年名古屋市交通局管理規程第１１号）の

一部を次のように改正する。 

 

令和７年３月３１日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 第１条中第７号を第８号とし、第１号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、

同条に第１号として次の１号を加える。 

(1) 内部事務等の補助的業務に従事する職員（以下「内部事務員」という。） 

第２条第２項中「電車清掃業務監督員」を「内部事務員、電車清掃業務監督

員」に改める。 

第５条中第７号を第８号とし、第１号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、

同条に第１号として次の１号を加える。 

(1) 内部事務員 １日７時間３０分以内で別に定める時間・１週間平均３７

時間３０分以内で別に定める時間 

第６条中第７号を第８号とし、第１号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、

同条に第１号として次の１号を加える。 

(1) 内部事務員 ４週を通じ８日 

第１２条第１項第１号中「整理員」を「内部事務員、整理員」に改める。 

第３０条中「１５６．９３時間」を「各年の４月１日から翌年３月３１日ま

での日数から当該期間における名古屋市の休日を定める条例（平成３年名古屋

市条例第３６号）第２条第１項に規定する本市の休日の日数を差し引いた日数

を１２で除して得た数に、７時間４５分を乗じて得た時間（小数点以下第２位

未満の端数は、切り捨てる。）に算出率を乗じて得た時間」に改め、「１４８

時間」の次に「に算出率を乗じて得た時間」を加え、「に算出率を乗じて得た

時間」を削る。 

第３６条第２項中「昭和２５年名古屋市条例第３２号。以下「旅費条例」と



いう。」を「令和７年名古屋市条例第  号」に改める。 

 附則第３項を次のように改める。 

 （経過措置） 

３ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間における第２３条に規

定する給料（以下「給料」という。）の額については、第５条に規定する１

週間平均の勤務時間が１５時間３０分未満である者であって令和７年４月１

日に在籍するものにあっては、第２３条及び別表第１にかかわらず、これら

の規定により定められる額に、給料及びこれに対する地域手当に、１００分

の２０５を乗じて得た額を１２で除して得た額（その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額）を加算した額とする。ただし、第

２４条に規定する手当（第２８条に規定する休日勤務手当及び夜勤手当並び

に第２９条に規定する超過勤務手当を除く。）の額の算定の基礎となる給料

の額は、第２３条及び別表第１により定められる額とする。 

 別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１ 

区分 給料の額 旅費 

内部事務員 給与規程第４条第１項第１号に規定する企業職給料

表(1)（以下「企業職給料表(1)」という。）の適用

を受けるものとした場合において決定される号給

（３１号給を超えない範囲内とする。）の給料月額

に、算出率を乗じて得た額（その額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同

じ。） 

１級 

部分休業等対応

員、整理員、監

視員及び電車清

掃業務監督員 

給与規程第４条第１項第３号に規定する企業職給料

表(3)（以下「企業職給料表(3)」という。）の適用

を受けるものとした場合において決定される号給

（３２号給を超えない範囲内とする。）の給料月額

に、算出率を乗じて得た額 

１級 

保健指導員 別表第２に規定する保健指導員給料表の適用を受け

るものとした場合において決定される号給（４８号 

１級 

  



 給を超えない範囲内とする。）の給料月額に、算出

率を乗じて得た額 

 

庶務事務職員及

び業務補助員 

企業職給料表(1)の１号給の給料月額に、算出率を

乗じて得た額 

１級 

別表第１備考第３項を同表備考第４項とし、同表備考第２項中「初任給、昇

格及び昇給等に関する規程（昭和４２年名古屋市交通局管理規程第４号。以下

「初任給規程」という。）」を「初任給規程」に、「３ 企業職給料表(3)」を

「３企業職給料表(3)」に改め、同項を同表備考第３項とし、同表備考第１項

の次に次の１項を加える。 

２ 内部事務員が企業職給料表(1)の適用を受けるものとした場合において決

定される号給については、初任給、昇格及び昇給等に関する規程（昭和４２

年名古屋市交通局管理規程第４号。以下「初任給規程」という。）別表第２

初任給表１企業職給料表(1)学歴免許欄の高校卒の区分によるものとした場

合の号給に、経験年数による号給を加えたものとする。この場合において、

経験年数については、初任給規程別表第３学歴免許等資格区分表の基準学歴

区分欄の高校３卒の区分によるものとした場合の基準学歴を取得したとき以

降の月数とし、適用する経験年数による号給については、経験年数の月数を

１２月で除して得た数（以下「経験調整数」という。）に４を乗じて得た数

を加えて得た数を号数とする号給とする。 

 

   附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

  


